
 

 

 

審議事項 第３号   

第 1 号介護予防支援事業及び指定介護

予防支援の一部の居宅介護支援事業所へ

の委託について 
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１ 委託における留意点 

 

センターの設置者が指定介護予防支援事業者である場合は、本事業の一部について、法第115条の23 

第３項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者に委託することができることとされており、委託に当 

たっては、次の点に留意する。 

 

・ 公正・中立性を確保する観点から，委託について運営協議会の議を経る必要があること。 

・ 正当な理由なしに特定の指定居宅介護支援事業者に偏らないこと。 

 

 

２ 第１号介護予防支援事業及び指定介護予防支援の一部委託状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和６年４月～令和７年３月サービス提供分

件数 割合 順位 件数 割合
1 500件 11.1%
2 303件 6.7%
3 269件 6.0%
1 389件 11.6%
2 383件 11.5%
3 279件 8.4%
1 416件 14.0%

2 259件 8.7%
3 143件 4.8%
1 555件 10.3%
2 314件 5.8%
3 303件 5.6%
1 444件 10.7%

2 294件 7.1%
3 245件 5.9%
1 519件 15.1%

2 421件 12.3%
3 265件 7.7%
1 1356件 22.0%

2 737件 11.9%
3 505件 8.2%
1 442件 10.6%

2 398件 9.6%
3 322件 7.7%
1 526件 10.4%

2 457件 9.0%
3 367件 7.2%
1 990件 20.6%

2 368件 7.7%
3 340件 7.1%
1 542件 9.6%

2 403件 7.1%
3 371件 6.6%

※法人内事業所には関係会社を含めています。

　　うち法人内事業所へ
　　の委託件数，割合

 左記以外の委託件数が
 多い事業所３位までの
 件数，割合

委託総数
(件）

中央 4,519 0件 0.0%

豊岡 3,341 25件 0.7%

東旭川・千代田 2,963 48件 1.6%

東光 5,385 26件 0.5%

新旭川・永山南 4,152 610件 14.7%

永山 3,429 505件 14.7%

末広・東鷹栖 6,169 265件 4.3%

春光・春光台 4,161 302件 7.3%

神楽・西神楽 5,649 418件 7.4%

北星・旭星 5,073 330件 6.5%

神居・江丹別 4,804 440件 9.2%
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３ 新規委託先について 

 

⑴ 市内の居宅介護支援事業所 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 市外の居宅介護支援事業所 

 

  なし 

事業所番号 名称 所在地 

0172908618 はるかぜ介護相談室 旭川市東光１３条１丁目２番４号２階 

0172908626 ケアプランセンターそら 旭川市北門町１４丁目２１４４‐１４６ 

0172908352 ケアプランセンター 兎角 
旭川市東光３条４丁目１‐２ 

ＳＫ‐Ｖ ２Ｆ‐Ｃ 

0172908469 居宅介護支援事業所 陽咲 旭川市秋月１条１丁目１０番４号 


